
事案名 奈良県内の事案（奈良県２９－１） 
フォローアッ

プ調査資料 

・『証言・昭和の戦争―告白的「航空化学戦」始末記』１９９２

年〔１〕 

追加資料 ・『証言・昭和の戦争―告白的「航空化学戦」始末記』１９９２

年〔Ａ１〕 

・ 『平成１６年度国内における旧軍毒ガス弾等に係る情報収集

及び取りまとめ業務報告書』〔Ａ２〕 

・｢『国内における毒ガス弾等に関する調査』の調査依頼につい

て（回答）｣〔Ａ３〕 

・｢『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て（回答）｣〔Ａ４〕 

・『平成１６年度Ｂ／Ｃ事案における第２次地下水調査業務 報

告書』〔Ａ５〕 
 

平成１５年度

フォローアッ

プ調査報告書

の要約 

 

終戦直後、奈良県内の寺院の池に、毒ガス缶１０本が遺棄され

たとされる。 

○廃棄・遺棄情報 

・元三方原教導飛行団（三方飛西部派遣隊）関係者は、昭和

２０年８月１６日に、保有する毒ガス缶１０数本を奈良県内

の寺院の池に投棄したと記している〔１〕。 

 

新たな情報 ○その他情報 

（１）保有について 

・元三方原教導飛行団（三方飛西部派遣隊）関係者は、池に投

棄した毒ガス缶は（尼院の老庵主の了解を得て池に毒ガス缶

を投棄したと記している）、静岡県の気賀駅から運搬してき

たと記している〔Ａ１〕。 

 

（２）池に係る情報について 

・現在、毒ガス缶の投棄に係る池の特定はまだできていない。

寺院の池に毒ガス缶を投棄したとの元三方原教導飛行団（三

方飛西部派遣隊）関係者の記述内容に地理的に該当する池は

３カ所存在するが、毒ガス缶投棄情報との関係は不明である

〔Ａ２〕。 

①池ⅰ 

・元三方原教導飛行団（三方飛西部派遣隊）関係者が毒ガス缶

を投棄したとされる寺境内の古池は、大きさ約１０ｍ2・水

深約５０cm で、この池は毒ガス缶が投棄できるほどの規模

ではない。この池は、昭和２０年当時から底がコンクリート

で固められており、池の規模の縮小や移動したことはないと

の証言を得ている〔Ａ３〕〔Ａ４〕。なお、この寺に尼院は

ないとの情報がある〔Ａ２〕〔Ａ４〕。 
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②池ⅱ 
・元三方原教導飛行団（三方飛西部派遣隊）関係者が記した尼

院以外に、池を有する尼院が１カ所存在するが、この尼院は

昭和４０年代建立との情報があるので、終戦時には存在して

いないことが確認された〔Ａ２〕〔Ａ３〕。昭和２３年１１

月撮影の空中写真（米軍撮影）にもこの池の周辺に建物は存

在していない〔Ａ２〕。 
③池ⅲ 
・元三方原教導飛行団（三方飛西部派遣隊）関係者が記した地

域に、規模の大きい池が１カ所存在する〔Ａ２〕。なお、こ

の池は、本事案の毒ガス缶投棄情報との関係は不明である。
 
（３）その他 

・池ⅲでは、平成 15 年度に４回の水質調査を実施しており、

ヒ素は、環境基準値（０．０１ｍｇ／ｌ）以下であった〔Ａ

２〕。 
・寺院関係者によると、｢昭和２０年前後は軍隊に協力してい

たが、傷病兵の病院的な役割になっていた。元気な軍人が泊

まったことはなかったはずである｣との証言がある〔Ａ

４〕。 
・環境省が実施した地下水調査の結果、毒ガス関連成分は検出

されなかった〔Ａ５〕。 
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